
スポーツの日について

○ 平成２８年１月、スポーツ議員連盟総会において、「『体育の日』を

『スポーツの日』とするためのプロジェクトチーム（座長：菅原一秀、

事務局長：薗浦健太郎）を設置。

○ プロジェクトチームにおいて、スポーツの持つ包括的な意義を実感・

実践するとともに、オリンピック・パラリンピックムーブメントを推進

するため、「体育の日」を「スポーツの日」とすることについて検討を

行っている。

（参考）改正祝日法は、翌々年の１月１日を施行日とすることが通例

例：法案成立が平成２８年常会又は臨時会 → 施行は平成３０年１月１日

法案成立が平成２９年常会又は臨時会 → 施行は平成３１年１月１日

プロジェクトチームにおけるこれまでの検討経緯

第１回 ３月１４日 自由討議

第２回 ４月１４日 有識者ヒアリング（早稲田大学 友添秀則氏）

第３回 ４月２６日 有識者ヒアリング（スポーツ評論家玉木正之氏、日

本体育学会会長 阿江通良氏）

第４回 ５月２５日 関係団体ヒアリング（日本体育協会、日本オリン

ピック委員会、日本障がい者スポーツ協会）

第５回 ８月 ３日 提言たたき台の提示、検討

今後のスケジュール（予定）

８月９日～１０月上旬

日本体育協会において、協会及び国民体育大会の名称変更

について、所属団体へのアンケートをとりまとめ予定。

以降時期未定

・提言とりまとめ

・議員立法の提出
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【参照条文】

○国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）

第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな
生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の
祝日」と名づける。

第二条 「国民の祝日」を次のように定める。
元日 一月一日 年のはじめを祝う。
成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝い

はげます。
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いを

いたす。
憲法記念日 五月三日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 七月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
山の日 八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
敬老の日 九月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
体育の日 十月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 十一月二十三日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。

○スポーツ基本法（平成二十三年法律第七十八号）

（体育の日の行事）
第二十三条 国及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）
第二条に規定する体育の日において、国民の間に広くスポーツについての関心と理解を深め、かつ、
積極的にスポーツを行う意欲を高揚するような行事を実施するよう努めるとともに、広く国民があらゆ
る地域でそれぞれその生活の実情に即してスポーツを行うことができるような行事が実施されるよう、
必要な施策を講じ、及び援助を行うよう努めなければならない。

（国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会）
第二十六条 国民体育大会は、公益財団法人日本体育協会（昭和二年八月八日に財団法人大日本
体育協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。）、国及び開催地の都道府県が共同して開
催するものとし、これらの開催者が定める方法により選出された選手が参加して総合的に運動競技
をするものとする。
２ 全国障害者スポーツ大会は、財団法人日本障害者スポーツ協会（昭和四十年五月二十四日に財
団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。）、国及び開催
地の都道府県が共同して開催するものとし、これらの開催者が定める方法により選出された選手が
参加して総合的に運動競技をするものとする。
３ 国は、国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会の円滑な実施及び運営に資するため、これらの
開催者である公益財団法人日本体育協会又は財団法人日本障害者スポーツ協会及び開催地の都
道府県に対し、必要な援助を行うものとする。


